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（内容をできるだけ正確に把握するために、
図面参照はもとより詳細説明まですべて
読んでから、転換作業がなされる。）
請求項も米国型のクレー ムになるように
文章形態を書き直す。

(2)文書構成上、論理的な流れになっていない
場合は、できるだけ論理的な流れになるよ
うにパラグラフ等を並び替えたりする。論

理的な流れは、米国において、説得力ある
文書であるための必須要素である。

(3)背景技術の説明や発明の概要の説明が不
足している場合には、可能であれば追加執
筆をオリジナル作成元に要求し、書き直し
た追加文章を挿入する。

但し、現実的対策としては、 まず(1)のス
テップでのできるだけの完成を目指し、 より
完璧な明細書づくりをする為の(2)と(3)
は、根本的解決策(*)の方向で対処するこ
とになるのかもしれない。
（＊）つまり特許明細書は「論理的に構成された文

書、論理的に記述された文章」でなければな
らない。しかし日本人は「論理的に構成され
た文書」作りのスト ー リは描けない。ならば、
せめて「論理的に記述された文章」作りから
改善してい＜べきである、という主旨を指す。
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日本語文章を、外国語に翻訳できる日本語文
章に書き直せる、つまり論理的に発明を説明
できる人材が必要となる。特許明細書は、法律
文書ではない。発明の説明書である。発明は、
文化や思想の世界とは異なり、技術の世界のこ
とであるから、論理的に表現することは可能で
ある。日本アイア ールでは、意味不明の日本
語文章から英語へ転換できる明確な日本語文
章の「書き方教室」を提供することにした。

明確な日本語文章の「書き方教室」
明確な日本語文章の「書き方教室」は電子メ ー

ルによる通信講座です。国内特許明細書と米
国特許明細書の英語文章を教材にして明確な
日本語文章を書く練習をします。

1. 教材（国内特許明細書）の日本語文章をわ
かり易く正確な日本語に書き直し、それを
模範文章と比べる学習を4ヶ月間、繰り返
します。

2. 教材とする米国特許明細書の英文はコンポー

ネントに分割され、それぞれに日本語の直
訳が付されています。これを参照にして、
英語で記述されている物、機能、 方法と同
じことを日本語で書く練習を2ヶ月間、繰
り返します。

この学習を6ヶ月、続けることにより、 技術
海外出願の特許明細書の品質を短期間に大幅 文章作成に必要なわかり易く、且つ正確な日
に向上させるためには、 作成された明細書の 本語文章を書くコツがわかります。
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